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ボートレース鳴門 予想新聞販売業に関する仕様書 

 

ボートレース鳴門における予想新聞販売業務の実施にあたり、次のとおり条件等を定める。 

 

１ 出店に関すること 

（１）施設概要 

   場所：ボートレース鳴門スタンド棟１階（入場ゲート東側） 

面積 2.215㎡ 

施設使用料 1,100円／月 

   ※施設使用料には、消費税及び地方消費税を含む 

（２）出店許可期間 

     令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで（３年間） 

※出店後、原則として１年以上は営業継続に努めること。 

     契約については、毎年更新し、出店許可期間内は更新できるものとする。 

（３）出店に係る賃貸借契約 

    ①出店者は、毎年度、鳴門市との店舗の賃貸借契約を締結する。ただし、初回の契約につい

ては、本件プロポーザル審査後、契約にむけた協議が整い次第、令和８年３月３１日までに

契約する。（この期間は、賃借料等は発生しない。）次年度以降は、毎年度４月１日から３月

３１日までを契約期間とする。 

    ②出店者は、毎年度、鳴門モーターボート競走場における営業に関する規程第３条に規定

する営業申請を行う。 

    ③出店者は、出店期間が満了したとき又は営業条例による許可が取り消された場合は、自

己の負担で、鳴門市が指定する期日までに、賃貸借物件を原状に回復して返還しなければ

ならない。ただし、鳴門市が承認した場合は、この限りではない。 

    ④出店者が原状回復の義務を履行しないときは、鳴門市は出店者の負担においてこれを行

うことができる。 

  （４）賃貸借上の制限 

    ①出店者は、施設を予想販売業以外での利用を供してはならない。 

    ②出店者は、施設を善良な管理者としての注意をもって維持保全に努めなければならない。 

  （５）営業日 

     本場は、ボートレース鳴門営業日に準ずる。（年間１８０日程度、変動あり） 

  （６）営業時間 

     本場：開門から１２レース終了までとする。（レースにより変動あり） 

        モーニングレース開催時：午前８時から午後３時まで 

        デイレース開催時：午前１０時から午後５時まで 

  （７）費用負担について 

    ①出店に伴う諸費用の負担について、別紙１「経費負担区分一覧表」を参照のこと。 

    ②施設使用料については、1,100円を月額（消費税及び地方消費税を含む）とする。 
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    ③鳴門市は、出店者より5,000円を敷金として預かるものとし、出店者が原状回復の義務を

履行しない場合に充当するものとする。この場合、実際にかかった経費との差額について、

不足する場合は請求し、余剰がある場合は返金する。なお、契約更新時には、旧契約満了時

に一度返金し、新契約締結後に再度預かるものとする。 

    ④ボートレース鳴門のゴミステーションを利用する場合、出店者は月額1,100円（消費税及

び地方消費税を含む）を負担するものとする。（毎営業日にゴミを持ち帰っても差し支えな

い。） 

  （８）設備について 

     別紙２「専門誌販売平面図」のとおりとする。 

 

２ 使用条件等 

  （１）法令の遵守等 

     関係法令等に遵守するとともに、鳴門市の指示に従うこと。 

     営業条例に基づく営業許可の申請、その他法令に定める諸官庁への申請・届出等につい

ては、全て出店者の負担と責任で実施すること。 

     予想新聞販売業の運営にあたり生じた問題は、全て出店者の負担と責任において対処す

ること。 

  （２）衛生管理 

     施設内の清掃等については、出店者の負担と責任で実施すること。（生ごみ・塵芥処理、

店舗内清掃等） 

  （３）搬入・搬出等 

     荷物の搬入・搬出・運搬等について、事前に鳴門市と協議すること。また、来場者の安全

に十分配慮のうえ、通行の妨げにならないよう注意すること。 

     なお、予想新聞の搬入は、本場開門前に原則行うこと。 

  （４）営業の報告 

     出店者は、収支状況等について、任意の様式で毎月報告すること。また、業務において事

故が発生した場合には、速やかに鳴門市に報告すること。 

  （５）連絡体制 

     出店者は、通常時及び緊急時の連絡体制並びに連絡先を鳴門市に報告すること。 

  （６）研修計画 

     出店者は、安心・安全に業務運営を行うために予想新聞販売業務等に携わる社員等の研

修を定期的に行うように努めること。 

  （７）情報の適正管理 

     出店者（委託した場合は、委託先を含む。）は、本プロポーザル及び本業務を通じて知り

得た情報を本業務以外に利用し、または第三者に提供してはならない。また、本プロポーザ

ル及び本業務に関して知り得た情報の漏洩、滅失、毀損の防止、その他適正な管理のために

必要な措置を講じなければならない。なお、出店期間終了後も同様とする。 
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  （８）業務履行に関する措置 

     鳴門市は、本業務（委託した場合を含む。）を履行するにあたって、著しく不適当と認め

られるときは、出店者に対し、その理由を明示した書面により、必要な措置を執るべきこと

を要求する。 

     出店者は、上記要求があったときは、当該要求に係る事項について対応措置を決定し、

鳴門市の指示に従い、必要な措置を講じるものとする。 

  （９）業務の引継ぎ等 

     出店者は、本業務が終了したときは、速やかに施設の原状回復を行い、鳴門市に対して

円滑な施設の引渡しを行うものとする。 

 

３ 使用上の制限 

  （１）本物件は、善良な管理者の注意をもって、維持管理しなければならない。 

  （２）指定した用途以外に本物件を使用することは認めない。 

  （３）本物件を他人に転貸し、またはその使用権を担保に供し、若しくは他人に譲渡することは

できない。また、本物件の営業する権利を他人に譲渡または再委託してはならない。 

 

４ その他 

  （１）他の予想業等 

     ボートレース鳴門本場内には、スタンド棟３階に予想業５者を設置している。 

  （２）開催日の中止、順延等 

     天候、天災地変、公共事業、その他やむを得ない事情により競走若しくは場外発売の開

催を延期または中途において中止した場合並びに天災地変により予想新聞販売スペースが

損傷を被り、その復旧期間中営業不振により出店者が損失を生じた場合においても、一切

の補償は行わない。 

  （３）その他 

     この仕様書の定めのほか、事業の実施の関し疑義があるとき、または仕様について疑義

が生じたときは、双方協議のうえ、解決するものとする。 


